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健診後の対応について

健診は受けて終わりではありません。

健診を受けた後の行動が大切です。

山梨支部では被保険者・被扶養者ともに健康診断の受診率は高くなっていますが、健診後の要治療者の医療機関受診
率は低くなっています。
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厚生労働省 東京労働局のHPより転載定期一般健康診断の実施と事後措置の流れ

定期一般健康診断の実施（安衛法第６６条第１項）

健康診断結果の受領、異常所見の有無

要医療 要観察 異常なし

〇対象者全員の実施

〇健康診断個人票の作成と保存、所轄監督署への結果報告（50人以上）

健康診断結果の労働者への通知（安衛法第６６条の６）

医師等の意見聴取（安衛法第６６条の４）
労働者の就業上の措置に関しその必要性の有無、講ずべき内容にかかる意見を聴取

〇意見を聴く医師は、産業医又は産業医の選任義務のない事業場は、労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師

就業上の措置の決定等（安衛法第６６条の５）

医師等の意見を勘案し、必要があると認められるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業転換、労働時間の短
縮、深夜業の回数減少等の措置を講じる。

〇就業上の措置の決定にあたっては、医師等からの通常勤務、就業制限、要休業の意見を聴くとともに、労働者から意見を聴取し労働者の理解
を得て、措置の決定を行う必要があります。事後措置にあたっては「定期健康診断結果に基づき事業者が講じるべき指針」に留意してください。

保健指導の実施（安衛法第６６条の７）

一般健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に
対して医師又は保健師による保健指導を行うように努める（努力義務）

労働安全衛生法では、年に1回以上、一般健康診断を行うことを、事業主に義務付けています。
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未治療者に対する受診勧奨

◯ 本事業は、生活習慣病予防健診の結果、要治療・要精密検査と判定されながら医療機関を受診していな
い方に対して受診を促す取組です。

◯ 令和６年度は健診受診月から10か月以内の医療機関受診率が対前年度以上となることを目標としており、
達成に向けた取組として、本部による一次勧奨及び支部による二次勧奨等を実施している。

◯ なお、より多くの加入者の重症化を予防する観点から、令和６年10月より特定健診を受診した被扶養者や
事業者健診データを取得した者、任意継続被保険者を受診勧奨の対象に追加します。



機密性2

4

未利用者への受診勧奨

• 健康意識が高い健診当日から一次勧奨までの間に健診機関からの0次勧奨（パンフレット手交等）及び契約保健師
による電話勧奨を実施する。

• 未治療者への支部による二次勧奨として、外部専門機関への委託による文書勧奨と契約保健師による支部からの電
話勧奨を組み合わせ、より効果的に実施する。

• 新たに対象者に加わる特定健診受診の被扶養者や事業所健診データ取得者等の未治療者への受診勧奨について、
手法等を検討する。

• 事業主や健診担当者に対して医療機関への受診勧奨のための環境整備及び支援体制の構築を働きかけていく。

• 糖尿病重症化予防事業の実施拡大に向け、医師会や医療機関等の団体と連携して事業を進めていく。

【令和6年度 山梨支部事業計画 重点取組事項】
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【健康当日に血圧高値者に健診機関からの手交していただく受診勧奨チラシ】
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【健診機関に健診会場で掲示していただいているポスター】
【（一社）山梨県建設業協会と連名で作成して建設業の企業で

掲示していただいている受診勧奨ポスター】
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インセンティブ制度に係る令和４年度実績
【令和４年４月～令和５年3月分 確定値】
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協会けんぽのインセンティブ制度導入に係る経緯

保険者ごとの特性に応じて、それぞれにインセンティブ制度を創設

【インセンティブ制度】
⇒支部間で保険料率に差を設ける

【後期高齢者支援金の加算・減算制度】
⇒ 従来の加算・減算制度について、

加算率等の見直しを行い、実施

【後期高齢者支援金の加算・減算制度 ※ 全保険者が対象】
特定健診や特定保健指導が制度化されてから間もないことから、第2期からの実施が予定されていた。

第１期 特定健診等実施計画（平成20年度～24年度）

【後期高齢者支援金の加算・減算制度 ※ 全保険者が対象】
平成25年度から実施（データについては前年度のものを使用）。
 加算対象は特定健診又は特定保健指導の実施率が実質的に０％の保険者
 加算率は0.23％（法律上の上限は10％）であり、減算率も0.05％程度。対象保険者も少ない

第２期 特定健診等実施計画（平成25年度～29年度）

第３期・第4期 特定健診等実施計画（平成30年度～

■ 平成18年の医療保険制度改正において、後期高齢者支援金の加算・減算制度（最大±10％、全保険者が対象）を創設。
■ 加減算制度は第２期の特定健診等実施計画から実施、平成30年度からの第３期では、保険者の特性に応じてそれぞれにイ

ンセンティブ制度を設ける仕組みに見直し、協会のインセンティブ制度もその一環で創設するもの。

健保・共済 協会けんぽ
【保険者努力支援制度】
⇒700億円程度の補助金

国民健康保険

【特別調整交付金の活用】
⇒100億円程度の補助金

後期高齢者医療

⇒ 協会からは、第２期からの加減算制度について検討する国の検討会において、規模やバックグラウンドが全く違う保険者
間でそれらの違いを考慮せずに比較するのではなく、そうした違いを考慮して保険者間で公平な比較ができるよう要件を揃
えることや、関係者が納得するグルーピングの中での比較であるべき等を発言。

⇒ 全保険者を対象に実施したところ、以下のような課題が顕在化。
・ 加減算対象の保険者が限定的であることに加え、加減算率も低いことからインセンティブが十分に働かない。
・ 実施結果として、加算対象は単一健保、減算は小規模国保など偏りがあり、規模や属性の異なる保険者間での

比較は困難。

結果として、
協会は加減算がなかった。
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見直しの全体像

見直し後の評価指標 配点

指標１ 特定健診等の実施率
【評価割合】 実施率：50％ 実施率の対前年度上昇幅：25％

実施件数の対前年度上昇率：25％

70

指標２ 特定保健指導の実施率
【評価割合】 実施率：50％ 実施率の対前年度上昇幅：25％

実施件数の対前年度上昇率：25％

70

指標３ 特定保健指導対象者の減少率
【評価割合】 減少率：100％

80

指標４ 医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率
【評価割合】 受診率：50％ 受診率の対前年度上昇幅：50％

50

指標５ 後発医薬品の使用割合
【評価割合】 使用割合：50％ 使用割合の対前年度上昇幅：50％

50

合計 320

現行の評価指標 配点

指標１ 特定健診等の実施率
【評価割合】 実施率：60％ 実施率の対前年度上昇幅：20％

実施件数の対前年度上昇率：20％

50

指標２ 特定保健指導の実施率
【評価割合】 実施率：60％ 実施率の対前年度上昇幅：20％

実施件数の対前年度上昇率：20％

50

指標３ 特定保健指導対象者の減少率
【評価割合】 減少率：100％

50

指標４ 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
【評価割合】 受診率：50％ 受診率の対前年度上昇幅：50％

50

指標５ 後発医薬品の使用割合
【評価割合】 使用割合：50％ 使用割合の対前年度上昇幅：50％

50

合計 250

＜現行＞ ＜見直し後＞

※上記の青字は見直し前の箇所であり、赤字は見直し後の箇所。

評価指標の見直し

加算減算の効かせ方の見直し

＜現行＞

加算率
平成30年度実績（令和２年度保険料率）：0.004％
令和元年度実績（令和３年度保険料率）：0.007％
令和２年度実績（令和４年度保険料率）：0.01％※別途議論

減算率
➤ 平成30年度実績（令和２年度保険料率）

1位 佐賀支部 0.040％
➤ 令和元年度実績（令和３年度保険料率）

1位 島根支部 0.065％ Ａ
支
部

Ｂ
支
部

Ｃ
支
部

Ｚ
支
部

Ｘ
支
部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

減算率
➤ 令和元年度実績で試算

1位 滋賀支部 0.183％

Ａ
支
部

Ｂ
支
部

Ｃ
支
部

Ｚ
支
部

Ｘ
支
部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上位23支部（半数支部）を減算対象
上位15支部（3分の1支部）を減算対象

＜見直し後＞

加算率
令和４年度実績（令和６年度保険料率）以降：0.01％

※ 評価指標の見直しを反映した場合

インセンティブ制度の見直しについて

○ 協会のインセンティブ制度は、事業主及び加入者の行動変容を促すことにより、加入者が自ら予防・健康づくりに取り組むことで健康度の向上

を図り、将来の医療費の適正化にも資するよう、保健事業の指標における支部間の実績の均てん化及び全体の底上げを図ることを目的とする。
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減算分 減算後 全国平均（＝加減算前）

－
0.008%

－
0.010%

－
0.015%

－
0.020%

－
0.026%

－
0.030%

－
0.033%

－
0.039%

－
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－
0.056%

－
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－
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－
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－
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－
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【令和４年度実績評価 ⇒ 令和６年度保険料率へ反映した場合の試算】

令和６年度保険料率の算出に必要となる令和６年度総報酬額等の見込み額が現時点で未確定であるため、
本試算と令和６年度保険料率に加算・減算される実際の率とは差異が生じることに留意が必要。 加算率0.01

0.01 （※2）

（※1）

減
算
す
る
率

※1 令和６年度保険料率における後期高齢者支援金相当の保険料率は、令和６年度の後期高齢者支援金及び総報酬額の見込み額を基に算出するが、現時点では未確定であるため、令和４年度決算における後期高齢者支援
金相当の保険料率（2.047％）で仮置きしている。

※2 令和６年度保険料率に加算されるインセンティブ保険料率は、令和４年度の総報酬額に0.01％を乗じた額を令和６年度の総報酬額の見込み額で除することにより算出する。

令和４年度実績（4月～3月確定値）のデータを用いた試算
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＜実施率等及び順位を表示＞令和４年度の実績（確定値）:北海道支部～三重支部
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機密性2いただきたいご意見

■ 要治療者を早期に医療機関に結び付けることは、糖尿病等の生活習慣病の重症化を防
ぎ、加入者のＱＯＬの向上を図る観点から、重要度が高いと考えています。
令和７年度に向けて、以下の観点からご意見をいただきたい。

・健診の実施は事業主に義務付けられていますが、健診結果に基づく要治療者の受診勧奨は
事業主の義務となっていません。
健診後の取り組みに対するアンケート結果を踏まえ、事業所に対して医療機関への受診勧
奨のための環境整備及び支援体制の構築を働きかけていく効果的な取り組みについて
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